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 第 1 回定例会        議案第 53 号 

 

 

令和 4 年度安芸高田市一般会計補正予算（第 12 号） 

 

 令和 4 年度安芸高田市の一般会計補正予算（第 12 号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,251 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,026,686 千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第 1 表 歳入歳出予算補正｣による。 

（債務負担行為の補正） 

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。 

 

令和 5 年 3 月 16 日提出 

 

安芸高田市長 石丸 伸二   

 



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

19 繰入金 924,573 1,251 925,824

 3 基金繰入金 875,812 1,251 877,063

21,025,435 1,251 21,026,686

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計

- 2 -一般会計



     歳        出 (単位：千円)

款 項

10 教育費 1,710,145 1,251 1,711,396

 5 社会教育費 347,870 1,251 349,121

21,025,435 1,251 21,026,686

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計

- 3 - 一般会計



第　2　表　　　債　務　負　担　行　為　補　正　

(追 加） （単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　度　額

マイナンバーカード交付等に係る業務
令和4年度から

令和5年度まで
2,300                   

一般会計 - 4 -
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 

 

 

一般会計 



１．総括

(歳　入)

款

19 繰入金 924,573

21,025,435

補 正 前 の 額

歳 入 合 計

-6-一般会計

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書



(単位:千円) 

1,251 925,824

1,251 21,026,686

補 正 額 計
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（歳　出）

款

10 教育費 1,710,145 1,251 1,711,396

21,025,435 1,251 21,026,686歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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(単位：千円)

0 0 0 0 1,251

0 0 0 0 1,251

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債

-9- 一般会計



２．歳入
（款） 19 繰入金

款

項

目

19 繰入金 924,573 1,251 925,824

 3 基金繰入金 875,812 1,251 877,063

 1 財政調整基金繰入金 253,153 1,251 254,404

補 正 前 の 額 補 正 額 計

-10-繰入金



（単位 ： 千円）

節   

 1 財政調整基金繰入金 1,251 財政調整基金繰入金

区 分 金 額
説 明

-11- 繰入金



３．歳出
（款） 10 教育費

款
項

目
10 教育費 1,710,145 1,251 1,711,396 0 0 0 1,251

 5 社会教育費 347,870 1,251 349,121 0 0 0 1,251
 1 社会教育総 221,060 1,251 222,311 0 0 0 1,251

務費

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の
額

補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一般財源

-12-教育費



（単位 ： 千円）

節         

13 使用料及び 1,006 社会教育一般管理に要する経費 1,251                
賃借料 社会教育施設維持管理費 1,251            

21 補償補填及 245 13 使用料及び賃借料 1,006        
び賠償金 その他借上料使用料 1,006    

21 補償補填及び賠償金 245        
賠償金 245    

区 分 金 額
説 明

-13- 教育費


